
令和４年８月 

お客さま各位 

甲府信用金庫 

 

「電子交換所」設立のご案内 

 

 

平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 全国銀行協会は、令和４年１１月に「電子交換所」を設立することを決定し、当金庫も「電

子交換所」参加に向け準備を行っております。 

「電子交換所」設立により、全国各地に設置されている手形交換所は廃止され、従来は人手

を介して搬送し行っていた手形・小切手の交換業務が、イメージデータの送受信で完結できる

ようになります。 

お客さまの取立依頼方法等に変更はなく、お手持ちの手形・小切手も引き続きご利用い

ただくことができます。 

今後、「電子交換所」設立に伴う当座勘定規定の改定や新様式の手形・小切手用紙への変

更等をお知らせする予定です。 

なお、全国銀行協会では「令和８年度末までに手形交換所における手形・小切手の交換

枚数をゼロにする」ことを目標としております。今後当金庫でもでんさいサービス等によ

る電子決済化（ペーパーレス化）をお客さまに提案してまいります。 

お客さまには、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

詳細につきましては、別添のご案内資料をご覧ください。 

 

 

以上 






